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令和５年５月１２日の建設業法施行規則改正による一般建設業許可の営業所専任技術者要件
の緩和に伴い、審査基準日が令和５年７月１日以降の経営事項審査においても加点対象が拡大
しました。

（補足）

【対象者①】

○１級の第１次検定合格者(１級○○施工管理技士補)又は、第２次検定合格者(１級○○施工
管理技士) で、対応する建設業の種類※１について合格後３年の実務経験がある者
※１ 指定建設業（土木一式、建築一式、舗装、鋼構造物、管、電気、造園）と電気通信工事業を除く

例１

対応する建設業の種類

１級技士補の
合格証明書が必要
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（補足）

【対象者②】

※２ 指定建設業（土木一式、建築一式、舗装、鋼構造物、管、電気、造園）と電気通信工事業を除く

例２

対応する建設業の種類

2級技士補の
合格証明書が必要

○２級の第１次検定合格者(２級○○施工管理技士補)又は、第２次検定合格者(２級○○施工
管理技士) で、対応する建設業の種類※２について合格後５年の実務経験がある者


